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市・県民税
の 申 告

２
月
18
日

〜
３
月
17
日

所得税の
確定申告

所
得
税
は
、
納
税
者
自
身
が
１
年
間
の

所
得
と
税
額
を
計
算
し
、
申
告
・
納
付
す

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
確
定
申
告

が
必
要
な
人
で
、
期
限
ま
で
に
申
告
し
な

か
っ
た
り
、
誤
っ
た
申
告
を
す
る
と
、
延

滞
税
や
加
算
税
が
か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
会
場
は

彦
根
商
工
会
議
所
で
す

確
定
申
告
期
間
中
の
申
告
会
場
は
、
昨

年
と
同
じ
く
彦
根
商
工
会
議
所
４
階
と
な

り
ま
す
。
彦
根
税
務
署
に
は
申
告
会
場
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
書
は
自
分
で
作
成
を
!!

税
務
署
で
は
、
申
告
書
を
自
分
自
身
で

作
成
し
て
い
た
だ
く
「
自
書
申
告
」
を
推

進
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
申
告
会
場

で
は
税
務
署
職
員
が
会
場
内
を
巡
回
し
て

記
載
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
申
告
会
場
に
は
数
字
な
ど
を
入

力
す
る
だ
け
で
簡
単
に
申
告
書
が
作
成
で

き
る
パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ナ
ー
も
設
置
し
て
い

ま
す
。

ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
で
確
定
申
告
を

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
す
る
と
、

自
宅
で
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
の
申
告
用
デ
ー
タ
が

作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
、

簡
単
な
操
作
で
電
子

申
告
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

電
子
申
告
に
必
要

な
手
続
き
に
つ
い
て

は
、
ｅ

Ｔ
ａ
ｘ
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
の
な
か

で
分
か
り
や
す
く
説

明
し
て
い
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

申
告
の
ご
案
内

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
思
わ
れ

る
人
に
は
、「
申
告
の
ご
案
内
」
を
郵
送

し
ま
す
。
申
告
書
用
紙
は
、
申
告
の
受
付

会
場
に
用
意
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
場

で
作
成
で
き
ま
す
。
事
前
に
申
告
書
用
紙

が
必
要
な
場
合
は
、

税
務
課
（
市
役
所

２
階
）、
支
所
・
各
出
張
所
へ
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

市
で
は
、
申
告
受
付
を
、
左
の
日
程
で

行
い
ま
す
。「
申
告
の
ご
案
内
」
の
送
付

が
な
か
っ
た
人
で
も
、
申
告
が
必
要
な
場

合
は
最
寄
り
の
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ

い
。な

お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
（
こ
の
ペ

ー
ジ
下
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）
を
す
る
人

は
、
市
・
県
民
税
の
申
告
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の
あ
る
人

は
、「
収
支
内
訳
書
」
が
必
要
で
す
。
事

前
に
作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

▽
「
申
告
の
ご
案
内
」

▽
印
鑑

▽
平
成
19
年
中
の
所
得
が
明
ら
か
に
な
る

書
類（
源
泉
徴
収
票
、
支
払
調
書
な
ど
）

▽
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の
「
収
支

内
訳
書
」

▽
所
得
控
除
の
対
象
と
な
る
も
の
に
関
す

る
書
類
（
医
療
費
、
雑
損
控
除
の
対
象
と
な

る
各
種
領
収
書
お
よ
び
医
療
費
の
明
細
書
、

生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
な
ど
の
控
除
証

明
書
、
国
民
年
金
・
国
民
健
康
保
険
・
介
護

保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
）

▽
配
偶
者
（
特
別
）
控
除
を
受
け
る
人
に

つ
い
て
は
、
配
偶
者
の
所
得
が
確
認
で

き
る
書
類
な
ど

▽
身
体
障
害
者
な
ど
の
人
は
、
障
害
者
手

帳
な
ど

年
金
所
得
者
の
確
定
申
告
な
ど
、
簡
易

な
所
得
税
の
申
告
も
受
け
付
け
ま
す
。
た

だ
し
、次
に
該
当
す
る
人
は
、必
ず
税
務
署

が
開
設
す
る
申
告
会
場
（
商
工
会
議
所
４
階
）

で
申
告
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

▼
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

受
け
る（
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
の
特
例
も
含
む
）

▼
譲
渡
所
得
が
あ
る

▼
青
色
申
告
を
す
る

▼
初
め
て
事
業
所
得
を
申
告
す
る

▼
税
務
署
か
ら
申
告
書
が
送
付
さ
れ
た

▼
住
宅
耐
震
改
修
特
別
控
除
を
受
け
る
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確
定
申
告
が
必
要
な
人
は

①
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が
あ
る

人
、
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
人
で
、

・
平
成
19
年
分
の
各
種
所
得
金
額
の
合
計

額
か
ら
基
礎
控
除
そ
の
他
の
所
得
控
除

を
差
し
引
き
、
そ
の
金
額
に
基
づ
い
て

計
算
し
た
税
額
か
ら
配
当
控
除
額
を
差

し
引
い
て
、
な
お
残
額
の
あ
る
人

②
給
与
所
得
の
あ
る
人
で
、

（ア）
給
与
の
年
収
が
２
、
０
０
０
万
円
を
超

え
る
人

（イ）
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て
い
て
、
給

与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
各
種
所

得
金
額
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え

る
人

（ウ）
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

て
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ
た
給

与
の
収
入
金
額
と
、
給
与
所
得
や
退

職
所
得
以
外
の
各
種
所
得
金
額
と
の

合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

※
給
与
所
得
者
で
、
医
療
費
控
除
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
人
は
、
源
泉
徴
収
さ

れ
た
税
金
の
還
付
を
受
け
る
た
め
の

申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

ご
注
意
く
だ
さ
い

▼
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
滋
賀

社
会
保
険
事
務
局
彦
根
事
務
所

23

１
１
１
４
番
に
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、「
医

療
費
の
明
細
書
」
を
申
告
書
に
添
付
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
作
成
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

▼
確
定
申
告
を
さ
れ
る
場
合
、
市
で
は
申

告
書
（
控
）
に
受
付
印
を
押
す
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
受
付
印
が
必

要
な
人
は
、
確
定
申
告
書
を
税
務
署

の
窓
口
へ
直
接
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

年
金
受
給
者
の
た
め
の

事
前
集
合
指
導

確
定
申
告
が
必
要
な
年
金
受
給
者
の
た

め
に
、
次
の
と
お
り
相
談
会
場
が
開
設
さ

れ
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

月
日

２
月
８
日

〜
15
日

（
土
・
日
曜
日
と
祝
日
は
除
く
）

時
間

午
前
９
時
30
分
〜
正
午

午
後
１
時
〜
同
４
時

場
所

彦
根
商
工
会
議
所

４
階
　
大
会
議
室

税
理
士
に
よ
る
相
談
会
場

税
理
士
に
よ
る
相
談
会
場
が
、
次
の
と

お
り
開
設
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

な
お
、
昨
年
と
相
談
会
場
が
変
わ
っ
て

い
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。


